
（２）　下記のとおり、専任の技術者の交替に伴う削除の届出をします。

鹿児島市鴨池新町１０－１
ガッツ建設産業(株)

殿

１．新規許可 ２．専任技術者の担当業種３．専任技術 ４．専任技術者の交５．専任技術者が置かれ
　　等 　　又は有資格区分の変更　　者の追加 　　替に伴う削除 　　る営業所のみの変更

許可年月日

（フリガナ）

元号〔令和R、平成H、昭和S、大正T、明治M〕

（フリガナ）

元号〔令和R、平成H、昭和S、大正T、明治M〕

（フリガナ）

元号〔令和R、平成H、昭和S、大正T、明治M〕

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

0 7

3 3 0 4 0 4

30

様式第八号（第三条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ３

専任技術者証明書（新規・変更）

（１）　下記のとおり、
建設業法第７条第２号

に規定する専任の技術者を営業所に置いていることに相違ありません。
建設業法第15条第２号

令和　６年　６　月　１　日

 地方整備局長
 北海道開発局長 申請者

鹿児島県知事  届出者　　 代表取締役　鶴丸　みずえ　　  　　　　　
項 番 3

区 分 ６ １ 1

大臣コード
知事

3 5 10 11 13 15

許 可 番 号 ６ ２ 4 6
 国土交通大臣

許可（
般

－ ）第 1 年 00 0 6 8 5 6 7 月 3 0 日
鹿児島県知事 特

号 令和 0

記

項 番 フリガナ マツワカ　　カズヒデ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ マ ツ 松 若 和 秀 生年月日 S 年 月 日4 9 1 1

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
3 5 10 15 20 25

今後担当する建
６ ４ 9 9

設 工 事 の 種 類
7 7 7

現在担当してい
る建設工事の種

１ ２ ３ ４ ５
3 5 7 9 11 13

0 3

６ ７ ８
15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（ 旧 所 属 ）

33 2

専 任 技 術 者
の 住 所

鹿児島市山下町14-50
営業所の名称
（ 新 所 属 ） 　本社

項 番 フリガナ ヤマモト　　ヒデオ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ ヤ マ 山 本 秀 夫 生年月日 S 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４ 9 9 7 7

現在担当してい
る建設工事の種

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５ 1 3 2 0

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
（旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

志布志市志布志町志布志2-1-11
営業所の名称
（新所属） 志布志営業所

項 番 フリガナ
3 5 10 15 18 20

氏 名 ６ ３ 生年月日 年 月 日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清
3 5 10 15 20 25 30

今後担当する建
設 工 事 の 種 類

６ ４

現在担当してい
る建設工事の種

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
3 5 7 9 11 13 15 17

有 資 格 区 分 ６ ５

（旧所属）

専 任 技 術 者
の 住 所

営業所の名称
（新所属）

変更、追加又は
削 除 の 年 月 日

営業所の名称
令和　　　年　　　月　　　日

解

解

解

0 1

該当する番号を〇で囲む。

一般建設業の許可の場合は，下段を消す。（建設業法第７条第２号該当）

特定建設業の許可の場合は，上段を消す。（建設業法第15条第２号該当）

「一般」，「特定」両方の許可の場合は，両方残す。

「１」を記入する場合は，

新規申請，許可替え新規，般特新規，

追加等の際に提出する場合

「１」を記入する場合は，「届出者」を消す。

複数の許可を受けている場合は，最も古いものを記入

番号，年月日は右詰で記入し，空
位の欄は，「０」で埋める。

姓と名の間は１マス空ける。

フリガナの最初の２文字を記入する。
その際，フリガナは，１マスに１文字
とする。
濁点・半濁点を１マスとしない。

亡くなられた方に代わる専任技術者への変更の場合は，
前任者が亡くなられた日を記入する。

【一般建設業の場合】

「１」 ……… 指定学科 ＋ 大学，高専卒業後３年又は高校卒業後５年以上の実務経験

「４」 ……… １０年以上の実務経験

「７」 ……… ２級以上の資格者

【特定建設業の場合】

「２」 ……… 上記「１」に該当 ＋ 指導監督的実務経験２年以上

「３」 ……… 指定建設業の国土交通大臣認定者

＊指定建設業 ……… 土木，建築，電気，管，鋼構造物，舗装，造園

「５」 ……… 上記「４」に該当 ＋ 指導監督的実務経験２年以上

「６」 ……… 今のところ該当なし

「８」 ……… 上記「７」に該当 ＋ 指導監督的実務経験２年以上

「９」 ……… １級の資格者

婚姻等により氏名を変更した場合は，項番「６１」の区分の「３ 専任技術者の追加」及び「４ 専任技術者の交替に伴

う削除」の２種類の届出が必要となります。（別途「変更届出書」（様式第22号の２）も必要）
☆資格者証も氏名変更後のものを添付。

専任技術者の資格該当区分を，下の表を参考に記入する。

担当業種に関係のない資格は記入しない。
例えば，有資格区分「１３」，「２０」以外の資格を有していても，担当業種
に関係のない資格は記入しない。

専任技術者資格区分一覧表
の該当コードを記入する。

申請内容が「新規」の場合は「変更」
を削除し，「変更」の場合は「新規」を
削除。追加の場合は，そのまま残す。







様式第九号（第三条関係）

記載要領

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成すること。

　２　「職名」の欄は、被証明者が所属していた部課名等を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

使用者の証明を得ることがで
き な い 場 合 は そ の 理 由

証 明 者

Ｋ邸給排水工事　他

Ｔ邸浄化槽工事　他

技 術 者 の 氏 名

平成１２年４月から平成１３年３月まで

(株)グランド建設

生年月日

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

平成１１年４月から

（用紙Ａ４）

記

実　　務　　経　　験　　証　　明　　書

下記の者は、　　管　　　　　　工事に関し、下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　６年　６　月　１　日

被証明者との関係

姶良市加治木町諏訪町１２

(株)グランド建設

代表取締役　伊地知　修一

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

合計　　　満　　　５　年　　０　月

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

Ｙ邸給排水及び浄化槽工事　他

平成１６年４月から平成１７年３月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

Ｈ邸給排水設備工事　他工事課長

平成１５年４月から平成１６年３月まで

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

職 名

現場主任

実　 務　 経　 験　 年　 数

霧島　太郎

実 務 経 験 の 内 容

Ｓ邸配管工事　他

昭和41年10月12日

使用された
期 間

令和　５年５月まで

社　　員

　　年　　月から　　年　　月まで

〃 平成１３年４月から平成１４年３月まで

工事係長

〃

平成１４年４月から平成１５年３月まで

実務経験を有する業種名を記入する。

・所在地，商号又は名称及び代表者名を記入
する。
・証明者が異なる場合は，それぞれ別様とする。

証明者の立場から見た，被証明者との関係を記入する。

職名は具体的に記入する。
＊「実務経験の内容」の欄に記載された建
設工事に関する実務の経験を有したとき
の職名

・実務経験の内容は，１年に１件ずつ具体的な工事名をあ

げ，「〇×工事他」と記入することができる。

・必要に応じ，契約書等を確認する場合がある。

・工事名に個人名が含まれる場合には，個人名が特定され

ないように記入する。
例） 橋本邸 → Ｈ邸

★注意
同一の期間で，２業種以上の実務経験は認められない。

＊このため，この例では，平成１２年４月から平成１７年３月までの間で，管
工事と電気工事の２業種の実務経験の証明は認められない。
どちらか１業種のみの証明しかできない。

「使用された期間」は入社から，証明日（退職してい
る場合は退職日）までの期間を記入する。

実務経験を得た当時の会社名

使用者の証明を得ることができない正当な理由がある場
合は，その理由を記入する。



様式第十号（第十三条関係）

記載要領

　２　「職名」の欄は、被証明者が従事した工事現場において就いていた地位を記載すること。

　３　「実務経験の内容」の欄は、従事した元請工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は、実務経験年数の合計を記載すること。

技 術 者 の 氏 名

使 用 者 の 商 号
又 は 名 称

平成18年６月から平成18年11月まで

霧島　太郎 生 年 月 日

(株)グランド建設 令和　５年５月まで

使用された昭和41年10月12日 平成１１年４月から

（用紙Ａ４）

被証明者との関係

指 導 監 督 的 実 務 経 験 証 明 書

下記の者は、　とび・土工　工事に関し、下記の元請工事について指導監督的な実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

令和　６年　６　月　１　日

証 明 者

姶良市加治木町諏訪町１２

(株)グランド建設

代表取締役　伊地知　修一

記

　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

期 間

平成19年５月から平成19年12月まで

平成20年４月から平成21年３月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

実　 務 　経　 験　 年　 数

平成17年４月から平成18年５月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

発 注 者 名

鹿児島県 60,000千円

鹿児島市

請負代金の
額

○○産業(株)

○×建設(株)

職　　　　名

千円

千円

千円

〃

55,000千円

45,000千円

90,000千円

〃

　　年　　月から　　年　　月まで千円

　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

千円 　　年　　月から　　年　　月まで

　　年　　月から　　年　　月まで

　　以上の建設工事（平成６年12月28日前の建設工事にあつては3,000万円以上のもの、昭和59年10月１日前の建設工事にあつては1,500万円以上のもの）

　　１件ごとに記載すること。

使用者の証明を得ることが
できない場合はその理由

合計　　　満　　３　年　　４　月

　１　この証明書は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の種類ごとに、被証明者１人について、証明者別に作成し、請負代金の額が4,500万円

千円

実　務　経　験　の　内　容

工事課長 県道○△線法面工事

○△交流館新築工事（造成）

○×デパート外構工事

〃 ○△空港新築工事（造成）

社　　員

千円

千円

＊特定建設業の許可の場合のみ，必要となることがある様式

・所在地，商号又は名称及び代表者名を記入
する。
・証明者が異なる場合は，それぞれ別様とする。

証明者の立場から見た，被証明者との関係を記入する。

指導監督的実務経験を有する業種名を
記入する。

発注者から直接請け負った工事（元請工事）で，

昭和５９年９月３０日以前については， １，５００万円以上
昭和５９年１０月１日から平成６年１２月２８日までは，３，０００万円以上
平成６年１２月２９日以降については， ４，５００万円以上

の工事について１件ごとに記入する。（消費税及び地方消費税は含む。）

・「実務経験の内容」及び「実務経験年数」は，契約書に記

載されているものを転記する。

・実務経験の年数が２４ケ月以上になるまで記入する。
ただし，工期が重複している場合どちらか一方の実務経

験として計上する。

使用者の証明を得ることができない正当な理由がある場合は，その理由を記入
する。

★確認資料について
「実務経験の内容」に記載した全ての工事の請負契約書，注文書，請書等の資料を添付すること。

資料は，具体的な工事内容や業種，金額及び工期の確認ができるものに限る。

「使用された期間」は入社から，証明日（退職している
場合は退職日）までの期間を記入する。

★指定建設業（土木，建築，管，鋼構造物，電気，舗装，造園）の特定建設業の許可において，専任技術者になることができるのは，

１級技術者のみであるため，指定建設業においては，１級技術者以外の者がこの様式で実務経験を証明しても専任技術者になること

はできない。

＊１級技術者については，この様式の添付は不要である。 「指導監督的な実務経験」とは，建設工
事の設計又は施工の全般について，工
事現場主任者又は工事現場監督者の
ような資格で工事の技術面を総合的に
指導監督した経験をいいます。

実務経験を得た当時の会社



記載要領

３　株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「賞罰」の欄への記載及び署名を要しない。

４　顧問及び相談役については、「賞罰」の欄への記載及び署名を要しない。

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

住 所 鹿児島市小川町３－５６

許可申請者 の住所、生年月日等に関する調書

法 人 の 役 員 等

 本  人

氏 名 鶴丸　みずえ 生 年 月 日 昭和３０年　　１月　１日生　

役 名 等 代表取締役

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

罰

なし
賞

　上記のとおり相違ありません。

　については、不要のものを消すこと。

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分
の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

　

１ 「

５　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

法 人 の 役 員 等

鶴丸　みずえ

６　様式第７号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

 法  定  代  理  人

 法 定 代 理 人 の 役 員 等

」

令和　６　年　６　月　１　日 氏　名　

法定代理人の役員
等

法 定 代 理 人

本 人

不要なものは消す。

・建設業における行政処分及び行政罰はもちろん，刑事罰その他の賞罰について

も記入する。

・許可の欠格要件にも関わるものであるので，該当がないかどうか十分に確認の

上，該当がない場合は，「なし」と記入する。
（該当がある場合の記載例）

「令和〇年〇月〇日 建設業法第２８条第１項第２号に基づく指示処分」

不明な点があれば県監理課建設業許可係に問い合わせてください。

・法人の場合は，「様式第一号別紙一（役員等の一覧

表）」に記載した役員等全員（経営業務の管理責任者は

除く。）について作成する。

・個人の場合は，事業主について作成する。経営業務の

管理責任者である場合には作成不要。

株主（下記記載要領２参照），顧問，相談役
についても，本様式を作成する必要がある
が，賞罰欄の記入はしない。また，署名及び
押印もしない。

株主，顧問，相談役の「役名等」欄は「株主
等」と記入する。



令和　６　年　６　月　１　日

（用紙Ａ４）

建　設　業　法　施　行　令　第　３　条　に　規　定　す　る　使　用　人　の　一　覧　表

様式第十一号（第四条関係）

氏
フリ

名
ガナ

営業所の名称 職　　　　　名

志布志営業所 取締役兼営業所長
ヤマモト

山本
ヒデオ

秀夫

・建設業法上の営業所（主たる営業所を除く。）を設置している場合に作成する。
・個人事業主が支配人（支配人登記された者に限る。）を設置している場合にも作成する。
・令第３条に規定する支配人が役員を兼ねている場合であっても必ず記入し，「取締役兼〇〇営業所長」，「取締役兼〇〇
支店長」等と記入する。（その場合，調書は様式十三号ではなく様式十二号を作成する。）



記載要領

様式第十三号（第四条関係）

（用紙Ａ４）

建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

住 所 薩摩川内市天辰町１０００－１

氏 名 川内　五郎 生 年 月 日 昭和３８年　７月　２８日生　

営 業 所 名 川内営業所

職 名 営業所長

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

な　し
賞

罰

「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　上記のとおり相違ありません。

　
令和　６　年　６　月　１　日 氏　名　 川内　五郎

・建設業における行政処分及び行政罰はもちろん，刑事罰その他の賞罰につい

ても記入する。

・許可の欠格要件にも関わるものであるので，該当がないかどうか十分に確認の

上，該当がない場合は，「なし」と記入する。
（該当がある場合の記載例）

「令和〇年〇月〇日 建設業法第２８条第１項第２号に基づく指示処分」

不明な点があれば県監理課建設業許可係に問い合わせてください。

・建設業法上の営業所（主たる営業所を除く。）を設置している場合に作成する。
・個人事業主が支配人（支配人登記された者に限る。）を設置している場合にも作成す
る。
・令第３条に規定する使用人が役員を兼ねている場合は，作成不要。
・様式十二号で作成する。



記載要領

（用紙Ａ４）

様式第十四号（第四条関係）

緒川　大喜 鹿児島市城山町１－２４ ３００株

株　　　主　　　（出　　　資　　　者）　　　調　　　書

株 主 （ 出 資 者 ） 名 住 所 所 有 株 数 又 は 出 資 の 価 額

鶴丸　みずえ 鹿児島市小川町３－５６ ５００株

鶴丸　太郎 鹿児島市小川町３－５６ ２００株

　この調書は、総株主の議決権の100分の５以上を有する株主又は出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者について記載すること。

・株式会社，特例有限会社の場合は，必ず株数で記入する。（〇〇株）

・その他の法人の場合は，出資金額で記入する。（〇〇〇円）

※株主名や所有株数等が定款で確認できない場合は，取締役会議事録又は直近の確定申
告書の「同族会社等の判定に関する明細書 別表２」等を添付してください。
※「役員等の一覧表」とは異なり，法人についても記入が必要。



借 入 先 金 額 摘 要 借 入 先 金 額 摘 要

○×銀行上町支店 30,000,000 手形借入 △○信用組合本店 67,275,000 証書借入

○△公庫鴨池支店 24,108,000 〃

計 ５４，１０８，０００円 計 ６７，２７５，０００円

※　長期，短期を区別する。

※　金融機関については支店名まで記入する。

短 期 借 入 金 明 細 長 期 借 入 金 明 細

・許可申請書等に添付する貸借対照表の負債の部に記入してある短期借入金及び長期借入金の額

と下の明細の計に記入してあるそれぞれの額が一致する。
・原則として，手形借入金は短期借入金に，証書借入金は長期借入金に区分する。

・金額の欄は，円単位で記入する。
・支店名まで記入する。



記載要領

　　　　な　　　　し

　　　　　

建設業　鹿児島県知事許可　第６８５６号
（般－土木，建築，とび・土工，石，造園）

建設業　鹿児島県知事登録　第２３８号

建設業　鹿児島県知事許可　第６８５６号
（特－土木，建築）

(有)ガッツ建設産業（資本金５００万円）設立

資本金の変更（資本金１，０００万円）

ガッツ建設産業(株)へ商号変更

志布志営業所の開設

資本金の変更（資本金３，０００万円）

本社移転（鹿児島市鴨池新町１０－１）

３

すること。

賞

罰

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

建

設

業

の

登

録

及

び

許

可

の

状

況

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

年　　　　月　　　　日　

　　　　　昭和３６年１０月　　１日　　　

　　　　　平成　８年　７月　　４日　　　

　　　　　平成１６年　７月　３０日　　　

年　　　　月　　　　日　

創業

創

業

以

後

の

沿

革

　　　　　昭和３６年　１月　１６日　　　

　　　　　昭和３６年１２月　　９日　　　

　　　　　昭和３７年　４月　　１日　　　

　　　　　昭和４２年　９月　３０日　　　

　　　　　昭和４２年　９月　３０日　　　

　　　　　平成２５年　７月　１８日　　　

年　　　　月　　　　日　

　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

　「創業以後の沿革」の欄は、創業、商号又は名称の変更、組織の変更、合併又は分割、資本金額の変更、営業の休止、営業の再開等を記載１

　「建設業の登録及び許可の状況」の欄は、建設業の最初の登録及び許可等（更新を除く。）について記載すること。２

（用紙Ａ４）

営　　業　　の　　沿　　革

　　　　　昭和３４年　５月　２７日　　　

様式第二十号（第四条関係）

個人から法人に組織変更
した場合には，個人の創
業も記入する。

会社の登記簿
に記載のある
事項は必ず記
入する。

個人から法人に組
織変更した場合に
は，個人時代の許
可の取得状況も記
入する。

更新を除いた許可の取得状況を記入する。

・建設業における行政処分及び行政罰はもちろん，刑事罰その他の賞罰につい
ても記入する。
・許可の欠格要件にも関わるものであるので，該当がないかどうか十分に確認の
上，該当がない場合は，「なし」と記入する。

（該当がある場合の記載例）
「令和〇年〇月〇日 建設業法第２８条第１項第２号に基づく指示処分」

不明な点があれば県監理課建設業許可係に問い合わせてください。

法人の場合，必ず設立
時資本金を記入。



記載要領

　「団体の名称」の欄は、法第27条の37に規定する建設業者の団体の名称を記載すること。

所 属 年 月 日

様式第二十号の二（第四条関係） （用紙Ａ４）

所　　属　　建　　設　　業　　者　　団　　体

一般社団法人　鹿児島県建設業協会 昭和５１年　６月　１日

団 体 の 名 称

平成　３年１２月　１日一般社団法人　鹿児島県建築協会

・建設業に関する調査，指導等，建設工事の適切な施工を確保するとともに，建設業の健全な発展を図ることを

目的とする社団または財団法人で，建設業法第２７条の３７の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事に

届け出た団体に加入している場合に記入する。

・加入団体がない場合も「なし」と記入し，添付する。



記載要領

　　（例　○○銀行○○支店）

　１　「政府関係金融機関」の欄は、独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行等について記載すること。

　２　各金融機関とも、本所、本店、支所、支店、営業所、出張所等の区別まで記載すること。　　

○×公庫　鹿児島支店 ○△銀行　上町支店 ○×信用組合　本店 ××農協　上町支店

株式会社商工組合中央金庫
そ の 他 の 金 融 機 関

信 用 金 庫 ・ 信 用 協 同 組 合

様式第二十号の三（第四条関係） （用紙Ａ４）

主 　要　 取　 引　 金　 融 　機 　関　 名

政 府 関 係 金 融 機 関
普 通 銀 行
長 期 信 用 銀 行

・取引のある金融機関を全て記入する。

＊「借入金明細」に記載されている金融機関や預金残高証明書発行金融機関は必ず記入する。

・支店等の名称まで正確に記入する。



（別紙１）

で囲む

技　　術　　職　　員　　名　　簿

氏 名 年 令
学 科 名

卒 業
年 度

法 第
７ 条
資 格

最 終 学 歴

学 歴

該当を○

建 設 工 事
に 関 す る

資 格 免 許 等

実 務 経 験 年 数

法 第
15 条
資 格

法 第
７ 条

法 第
15 条

工 事 の
種 類

第2号 30

年 年イ

ロ 0

土木一式

大卒

高専卒

第2号

イ

ロ

ハ

高卒

第2号

大卒

高専卒

高卒

月中卒 ハ

高専卒

中卒

大卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

大卒

高専卒

高卒

中卒

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

第2号

イ

ロ

ハ

月

年

月

年

月

建築一式

造園，石

とび・土工

造園，石

月

年

月

年

月

年

月

5

年

月

年

0

月

3

年

4

月

年

月

月

年

月

２．常勤の職員のみ記載し，非常勤の役員，監査役及び日々雇い入れられる者等は，記載しないこと。

３．資格の欄は，該当するものを○でかこむこと。

Ｓ〇〇

○○ Ｓ〇〇

年

○○ Ｓ〇〇

○○

以外の職員に分けて記載すること。

〇〇 Ｓ〇〇
年

月

年

記載要領

１．建設業に従事する職員（代表権を有する役員，事業主を含む）について，その職務の内容により，技術職員と技術職員以外の職員

○○ Ｓ〇〇

月

月

年

蒲生　広郷

○○ Ｓ〇〇

○○ Ｈ〇〇

○○ Ｓ〇〇

鶴丸　太郎

松若　和秀
１級建築施工

とび・土工

山本　秀夫
年

月

年

１級造園施工

霧島　太郎

指宿　誠

蒲生　広郷

○○ Ｈ〇〇

土木一式 １級土木施工

川辺　秀作

建築学

土木工学

建築学

土木工学

土木工学

国分　隼人

土木一式 １級土木施工

建築一式 ２級造園施工

１級建築士

建築一式 １級建築士

土木一式 ２級土木施工

とび・土工 ２級管施工

石

とび・土工

とび・土工

とび・土工

とび・土工

専任技術者であるなし
かかわらず，常勤の技
術職員は全員記入する。

・申請している業種又は有している業種の

うち，実際に携わっている業種を記入する。
・専任技術者は担当業種を全て記入する。

左欄の「工事の種類」に関
係なく，有している資格は
全て記入する。

この様式は，建設業に従事する常勤の技術職員を記載するもので，
「使用人数（様式第四）」の内訳を記載する様式です。
必ず記入人数が「使用人数」の技術関係使用人の合計欄と一致します。



（別紙２）

職 名 氏 名 年 令 生 年 月 日

昭和３０年　１月　１日

昭和３２年　３月　３日

昭和５９年　２月１５日

日高　千穂 62

代表取締役 鶴丸　みずえ 64

事務員 吉野　花子 35

取締役兼事務員

事　　務　　職　　員　　名　　簿

この様式は，建設業に従事する常勤の事務職員を記載するもので，

「使用人数（様式第四号）」の内訳を記載する様式です。
必ず記入人数が「使用人数」の事務関係使用人の合計欄と一致します。



記入例２８

株 主 総 会 議 事 録

１ 日 時 平成２１年４月４日 午後２時

２ 場 所 当社会議室

３ 出席株主数 ３ 人

４ 議 事

代表取締役鹿児島太郎は議長となり，出席者が法定数に達したので，これより株

主総会を開催すると宣し，平成２１年３月３１日現在における鹿児島組（代表者鹿児

島太郎）の債権，債務（資産，負債）を下記のとおり鹿児島建設(株)（代表取締役鹿

児島太郎）に譲渡（受）したいと提案。

記

債権総額 １１，５００，０００円

債務総額 ６，５００，０００円

上記のとおり，債権，債務の譲渡（受）を全員異議なく承認した。

本議事内容を証するため議事録を作成し，議長並びに出席取締役は記名捺印する。

平成２１年４月４日 代表取締役印を押印すること

議長（代表取締役） 鹿児島 太郎 ○印

取 締 役 錦江 一平太 ○印

取 締 役 鹿児島 翔子 ○印

私印を押印すること

令和６年４月４日　　午後２時

令和６年３月３１日

平成２８年４月４日　　３１令和６年４月４日　

記入例２８



記入例２９

債 権 債 務 譲 渡 （ 受 ） 承 諾 書

平成２１年３月３１日現在における鹿児島組（代表者鹿児島太郎）が所有する下記の債

権，債務（資産，負債）については，設立する鹿児島建設(株)（代表取締役鹿児島太郎）

に譲渡し，会社は譲受することに異議なく承認致しました。

平成２１年４月４日

譲渡人の私印を押印すること

譲渡人 鹿児島組 （代表者） 鹿児島 太郎 ○印

譲受人 鹿児島建設(株) 代表取締役印を押印すること

代表取締役 鹿児島 太郎 ○印

取 締 役 錦江 一平太 ○印

取 締 役 鹿児島 翔子 ○印

私印を押印すること

-67-

令和６年３月３１日

３１
令和６年４月４日　　

記入例２９



記入例３０

（注） ① 個人の資産及び負債のうち法人へ引き継ぐものを記入すること。

② 資産合計及び負債合計は，株主（社員）総会議事録に記入されている

債権総額及び債務総額とそれぞれ合致すること。

引継資産内訳明細書

資産の部 負債の部

１ 現金預金 1,350,000 円 １ 支払手形 350,000 円

２ 受取手形 650,000 円 ２ 工事未払金 565,000 円

３ 完成工事未収入金 2,500,000 円 ３ 短期借入金 1,200,000 円

４ 有価証券 円 ４ 未払金 500,000 円

５ 自己株式 円 ５ 未払法人税等 円

６ 親会社株式 円 ６ 未払費用 円

７ 未成工事支出金 550,000 円 ７ 未成工事受入金 2,900,000 円

８ 材料貯蔵品 円 ８ 預り金 円

９ 短期貸付金 1,600,000 円 ９ 前受収益 円

１０ 前払費用 円 １０ 修繕引当金 円

１１ その他流動資産 円 １１ 完成工事引当金 円

１２ 貸倒引当金 円 １２ その他流動負債 円

流動資産計 6,650,000 円 流動負債計 5,515,000 円

１３ 建物・構築物 3,500,000 円 １３ 長期借入金 985,000 円

１４ 機械・運搬具 850,000 円 １４ その他固定負債 円

１５ 工具器具・備品 500,000 円 固定負債計 985,000 円

１６ 土 地 円 負債合計 6,500,000 円

１７ 建設仮勘定 円

１８ その他有形固定資産 円

有形固定資産計 4,850,000 円

１９ 無形固定資産 円

２０ 投資等 円

固定資産合計 4,850,000 円

資産合計 11,500,000 円

記入例３０



様式第二十二号の二（第八条、第九条関係）

　(1)商号又は名称　(2)営業所の名称、所在地又は業種　(3)資本金額　(4)役員等の氏名　(5)個人業者の氏名
　(6)支配人の氏名　(7)建設業法施行令第３条に規定する使用人(8)　建設業法第7条第2号　に規定する営業所に置かれる専任の技術者

建設業法第15条第2号
について変更があつたので届出をします。

鹿児島市鴨池新町１０－１
ガッツ建設産業（株）

殿

許可年月日

◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】

連絡先

ファックス番号　　　099-286-5617

所属等　　　総務部庶務課 氏名　　　吉野　花子 電話番号　　　099-286-2111

0 0 0 0 （千円）
又 は 出 資 総 額 , ,

４ 5

3 5 10

電 話 番 号－

20

郵 便 番 号 ４ ３

3 5 6 10 15

23 25 30 35 40

20

主たる営業所の
所 在 地

４ ２

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

主たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

４ １

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

４ ０ 鶴 丸

3 5 10

ル マ ル ミ ズ

3 5 10 15 20

代 表 者 又 は 個 人
の氏名のフリガナ

３ ９ ツ

商 号 又 は 名 称 ３ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

３ ７

　変更の内容が、次の◎【商号又は名称、代表者又は個人の氏名、主たる営業所の所在地、資本金額等の変更に関する入力事項】又は第二面の◎
【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】の各欄に掲げる事項に係る場合には、該当する欄にも
変更後の内容を記入すること。

記

8 9 0 1 2 32 3 4 5 6 7法 人 番 号 ３ ６ 1

資 本 金 額
４

み

エ

ず え

403525 3023

届　出　事　項 変　　更　　前 変　　更　　後 変更年月日 備　　　　　考

3 5 10 15

7 月 3 0 日
鹿児島県知事 特

号 令和 0 年 00 0 6 8 5 6（
般

－ 第

11

50 5）

13 15

許 可 番 号 ３ ５ 4 6
 国土交通大臣

許可

鹿児島県知事 届出者 代表取締役　鶴丸　みずえ　　　　　　　　　　　　

項 番

大臣コード
知事

3 5 10

変　更　届　出　書

（第一面）
下記のとおり、

令和　６年　８月　１５日

 地方整備局長
 北海道開発局長

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ６

一般建設業の許可の場合は，下段を消す。（法第７条第２号該当）

特定建設業の許可の場合は，上段を消す。（法第15条第２号該当）

「一般・特定」両方の許可の場合は，両方残す。

変更事項に〇をつける。

番号，年月日は右詰で，空位の欄は，「０」で埋める。

法人の場合のみ記入する。

記入例は次ページ参照

フリガナは，１マスに１文字とする。

濁点･半濁点を１マスとしない。
姓と名の間は１マス空ける。

項番３７「商号又は名称のフリガナ」から項番４４「資本金額又は出資総額」ま
では，変更のあった事項のみ記入する。（項番41と42はセットで記入）



届　出　事　項 変　更　前 変　更　後 変更年月日 備　　　　考

役員等の氏名 代表取締役　鹿児島太郎 代表取締役　鹿児島太郎 R6.6.1 経管離任（常）

（経管のみの変更） 取締役　鹿児島花子 取締役　鹿児島花子 R6.6.1 経管就任（常）

取締役　鴨池次郎 取締役　鴨池次郎

役員等の氏名（経管） 代表取締役　鹿児島太郎 代表取締役　鹿児島太郎 R6.6.1 経管離任（常）

取締役　鹿児島花子 取締役　鹿児島花子 R6.6.1 経管就任（常）

－ 取締役　鴨池次郎 R6.6.1 就任（非）

－ 相談役　天文館寅次郎 R6.6.1 就任

役員等の氏名 代表取締役　鹿児島太郎 代表取締役　鹿児島太郎 R6.6.1

取締役　桜島花子 取締役　鹿児島花子 R6.6.1 氏名の変更

役員等の氏名（経管） 代表取締役　鹿児島太郎 － R6.7.1
代表取締役辞任

経管離任

取締役　鹿児島花子 代表取締役　鹿児島花子 R6.7.1 代表取締役・経管就任（常）

取締役　鴨池次郎 取締役　鴨池次郎

役員等の氏名（経管） － 代表取締役　鹿児島太郎 R6.7.25 代表取締役・経管就任（常）

代表取締役　鹿児島花子 代表取締役　鹿児島花子 R6.7.25 経管離任

取締役　鴨池次郎 取締役　鴨池次郎

役員等の氏名 代表取締役　鹿児島太郎 代表取締役　鹿児島太郎 R6.8.1 代表者就任

代表取締役　鹿児島花子 代表取締役　鹿児島花子 R6.8.1 代表者離任

取締役　鴨池次郎 取締役　鴨池次郎 　

相談役　天文館寅次郎 相談役　天文館寅次郎

株主等　鹿児島　一郎 株主等　鹿児島　一郎

株主等　鹿児島　次郎 － R6.8.1 株主非該当

－ 株主等　鹿児島　三郎 R6.8.1 株主該当

営業所の業種 建，大，管 建，大 R6.9.1 本社

専技 山田　一郎 山田　一郎 本社

川島　太郎 － R6.9.1 本社離任

営業所の業種 土，と，石 土，と，石，園 R6.9.1 志布志営業所

専技 山本　秀夫 山本　秀夫 志布志営業所

－ 鶴丸　やすお R6.9.1 志布志営業所就任

専技 松若　和秀 － R6.10.1 主たる営業所離任

－ 田川　昌三 R6.10.1 主たる営業所就任

専技 村若　和秀 村若　和秀 R6.10.1 主たる営業所

鶴丸　次郎 － R6.10.1 主たる営業所離任

専技 村若　和秀 － R6.11.1 主たる営業所離任

－ 村若　和秀 R6.11.1 志布志営業所就任

営業所の新設 － 姶良営業所 R6.12.1

令３条の使用人 － 蒲生　三郎 R6.12.1 姶良営業所就任

専技 － 蒲生　三郎 R6.12.1 姶良営業所就任

営業所の廃止 姶良営業所 － R6.1.1

令３条の使用人 蒲生　三郎 － R6.1.1 姶良営業所離任

専技 蒲生　三郎 － R6.1.1 姶良営業所離任

資本金の変更 30,000千円 50,000千円 R6.2.1

所在地の変更 　〒892-8520 　〒890-8577 R6.3.1 主たる営業所

　鹿児島市小川町3-56 　鹿児島市鴨池新町10-1 R6.3.1 主たる営業所

　099-○○○-○○○○ 　099-○○○-○○○○ R6.3.1 主たる営業所

　099-○○○-○○○○(FAX) 　099-○○○-○○○○(FAX) R6.3.1 主たる営業所

変更届出書（第一面）記入例
「役員等」の変更の場合は，株主等も含め

変更前後の全員を記載（監査役は不要）

これまで取締役だったも
のが経管となり，元々経
管であった取締役も役
員として引き続き残る場
合
（役員の変更はなし）

これまで取締役だった
ものが経管となり，経
管だったものが役員と
して引き続き残る場合
併せて役員と相談役の
就任がある。

役員の氏名のみの
変更の場合

経管だったものが役
員も辞任する。

取締役だったものが
代表取締役となり，
かつ経管に就任す
る。

新しく役員に就任し，
経管にも就任する場
合

代表取締役が2人い
る場合で，代表者を
交代する場合

専技の交代により，業
種が一部廃業になる
場合。別途，廃業届
（一部廃業）の提出も
必要

専技の交代の場合

営業所に2人いた専技
が1人になる場合

専技の置かれる営業
所が変更になった場
合

営業所を新設した
場合

営業所を廃止した
場合

所在地に変更があっ
た場合

株の譲渡などにより
持株比率が100分の5
未満となった場合又
は株主でなくなった場
合

資本金の増資や株の
取得などにより100分
の5以上の株主に該
当することに至った場
合

営業所の業種の追加
に伴い，専技が追加
になる場合



許可年月日

鹿児島県知事

（従たる営業所）

フリガナ シブシエイギョウショ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

電 話 番 号

タ 鋼 筋 舗しゆ

20

郵 便 番 号

20

9 － 7

管 タ

（
１．一般
２．特定

電 管

10

3 5

業

４．従たる営業所
　　の廃止

11

0 5） 0

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

5

1

筋石 屋

20

13

般
－

特
第 50 6

しゆ板

1 1

8

変更前

3

変更前

5 4 6

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 　

コード
知事

項 番 3

年

5 10

大臣

6許可

15

許 可 番 号 8 2 4 6
 国土交通大臣

7（ 月 3 0 日

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

号 令和 0 5 0

（主たる営業所）

土 建 大 左 と 石 屋 電 鋼 筋 舗 ガ 具 水 消 清塗 防 内 機 絶 通 解
3 5 10 15 20 25 30

園 井

）営 業 し よ う
8 3

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 志 布 志 営 所

名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 2

従たる営業所の
所 在 地

2 1 都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

8 6 志 布 志 町 安 楽 5 9 7 2 － 1 0

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 8 9 1 0 4 電 話 番 号 0 9 9 4 - 7 2 - 3 5 8 1

土 建 大 左 と タ 鋼 板 ガ 塗 防しゆ舗 内 機 絶 通 園 井
）営 業 し よ う

8 8 2 2

具
１．一般
２．特定

水 消 清 解
（

と す る 建 設 業
15 20 25 30

1

変更前 2 1 1

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

8 7

都道府県名 市区町村名

3 5 10 15

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15

－ 電 話 番 号

土 建 大 左 と 石 屋 電 舗しゆ板 ガ管 タ 鋼 筋 塗 防 具 水 消 清内 機 絶 通
営 業 し よ う

8 8
と す る 建 設 業

１．一般
２．特定

）
解

（
園 井

3 5 10 15 20 25

20

30

4

変更前

3 5 10 15

名 称
従 た る 営 業 所 の

8

40

8 5

23 25 30 35

都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7 －

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
（

１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

鹿児島県 志布志市

６２ページ 資料１１の市町村コード
番号表のコードを記入

営業所の営業業種の変更の場合

（例）志布志営業所の建築一式（特定）の追加
下段のカラムに今まで許可を得ていた業種を記入。
上段のカラムに建築一式を追加した状態の許可業種を記入。

県名と市町村名を記入する。

市町村名に続く町名，大字名から記入する。
丁目，番地，号は記入しない。ハイフン「－」で記入する。

この様式は，下記の事項が発生した際の手続きに必要。
①から⑥までは，必ず変更届書（第一面）とセットで用いる。

①営業所の名称及び所在地の変更
②営業所の新設届
③営業所の業種変更
④営業所の廃止
⑤経営業務の管理責任者及び専任技術者がいなくなったこと等による届出書
⑥一部廃業

（注意事項）
⑴営業所に係る変更がない場合は，第二面の提出は不要
⑵上記⑥について，一部廃業を行い，営業所の「営業をしようとする建設業」項番「８３」に変更が生じた場合，

廃業届と一緒にこの様式（第二面）を提出する。
⑶従たる営業所の名称変更の場合は，上記①に該当。この場合，変更届出書第二面は，「３従たる営業所の

新設」「４従たる営業所の廃止」についてそれぞれ別葉で作成する。

項番８５から８８までは
変更のある項番のみ
記入する。







様式第二十二号の三（第十条の二関係）

（１）　建設業法第７条第１号に掲げる

（２）　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号 ので届出をします。

殿

許可年月日

具体的事由

届　　　　　　　出　　　　　　　書

　　　基準を満たさなくなつた
下記のとおり、

　　 に掲げる基準を満たさなくなつた
（３）　専任の技術者を削除した
（４）　欠格要件に該当するに至つた

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ８

項 番 大臣コード
知事

3 5

令和　　６年　　８月　　15日

 地方整備局長
 北海道開発局長

鹿児島県知事 届 出 者

10 11 13 15

　ガッツ建設工業（株）
　鹿児島市鴨池新町１０－１

　代表取締役　鶴丸　みずえ

許 可 番 号 ５ １ 第 0 0
 国土交通大臣
鹿児島県知事

6 8 5許可（
般

－ ）
特

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

月

0 7 月 3 0 日6 号 令和 0 6 年

記

　　　　　　　　　　　　　(1)　建設業法第７条第１号に掲げる基準〔経営業務の管理責任者等〕を満たさなくなつた場合

3 5 10 13 14 16 18

年

秀

氏 名 ５ ２

日年 0 4 月 0 4生年月日 S 3 3

日

夫

　　　　　　　　　　　　　(3)　専任の技術者を削除した場合

3 5 10 13 14 16 18

　　　　　　　　　　　　　(2)　建設業法第７条第２号又は同法第15条第２号に掲げる基準〔専任の技術者〕を満たさなくなつた場合

生年月日

氏 名 ５ ３ 山 本

月

14 165 10 13

日

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

生年月日 年

18

氏 名 ５ ３

14 16 18

日

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

元号〔令和Ｒ、平成Ｈ、昭和Ｓ、大正Ｔ、明治Ｍ〕

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

志布志営業所 土・建・と・石・園

５ ３

3 5 10 13

営 業 所 の 名 称 建設工事の種類

3

　　　　　　　　　　　　　(4)　建設業法第８条第１号及び第７号から第13号までに規定する欠格要件に該当するに至つた場合

年 月生年月日氏 名

０ 6

該当するものに○をつける

番号，年月日は右詰で，空位の欄は「０」で埋める

姓と名の間は１マス空ける

この例では，志布志営業所が廃止になるため，

「変更届出書（第一面，第二面）」を作成し，一緒に提出する必要がある





様式第二十二号の四（第十条の三関係）

鹿児島市鴨池新町１０－１
ガッツ建設産業(株)

許可年月日

【備考】
令和　６年　８月２０日

（１）　許可に係る建設業者が死亡したため

（２）　法人が合併により消滅したため

（３）　法人が破産手続開始の決定により解散したため

（４）　法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したため

（５）　許可を受けた建設業を廃止したため

届出時に許可を
受けている建設

業

3

許 可 番 号 ５ ５ 4

記

土

0第0 6 年6） 号 令和 0

年

 国土交通大臣
8 5

項 番 3

１．全部の業種の廃業

6

廃　　　業　　　届

下記のとおり、建設業を廃止したので届出をします。

令和　６年　８　月　30　日

 地方整備局長

（用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ ９

 北海道開発局長
鹿児島県知事 殿 届出者 　　　　　代表取締役　鶴丸　みずえ   　　　　　

届 出 の 区 分 ５ ４ 2

15

（ ）
２．一部の業種の廃業

大臣
コード

知事

許可（
般

－ 0

3 5 10 11 13

日
鹿児島県知事 特

0 0 6 7 月 36

建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ板 ガ 塗 通 園 井 具防 内 機 絶 水 消 清 解

廃止した建設業 ５ ６ 1

（
１．一般
２．特定

）5 10 15 20 25 30

５ ７ 2 2 1 1 1

3

行政庁側記入欄
整理区分

５ ８

日

3 5 7

決裁年月日 ５ ９ 令和

廃業等の年月日

廃 業 等 の 理 由

月

一部廃業の場合は営業所の業種が変わるので，

変更届出書（第二面）を作成して添付する。

番号，年月日は右詰で，空位の欄は，「０」で埋める。

枠内は記入不要

廃業する業種を記入する。

この例によれば，専任技術者（松若和秀）の担当業種の変更
が必要となることから「専任技術者証明書（新規･変更）」も併
せて提出する。

該当する理由に〇をつける。

廃業に至った年月日を記入する。
（専任技術者の退職日など）





令和 6 年 8 月 15 日

令和 6 年 7 月 30 日

　　　　　　　　　

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(10) (11)

(12) 定款 (13) 健康保険等の加入状況

記載要領　１　　「九州地方整備局長　　　については不要なものを消すこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知事」

　　　　　　　２　　（１）　から　（１３）　までの事項については，該当するものを○でかこむこと。　　　　　　　　　　　　　

法人税納付済額証明書 所得税納付済額証明書 事業税納付済額証明書

使用人数 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表

記

工事経歴書 工事施工金額 貸借対照表，　損益計算書

株主資本等変動計算書及び注記表 事業報告書 附属明細表

したので，別添のとおり，下記の書類を提出します。

許 可 年 月 日

建 設 業 者 名

〒 890-8577

所 在 地 鹿児島市鴨池新町１０－１

商 号 ガッツ建設産業（株）

申 請 者 名 代表取締役　鶴丸　みずえ

 九  州  地  方  整  備  局  長
殿

鹿 児 島 県 知 事

事業年度（第　17　期　　令和　５年　　５　月　１　日から令和　６年　４　月　30　日まで）が終了

法 人 番 号 1234567890123

変　　　更　　　届　　　出　　　書

許 可 番 号
 国 土 交 通 大 臣

許可（般・特－４）第　6856　号
鹿児島県知事

法人の場合のみ記入

提出する書類に○をつける

「健康保険等の加入状況」に変更がある場合には○をつけ，「健康

保険等の加入状況」（様式七号の三）及び保険料納入告知額・領

収済額通知書等，雇用保険料納入証明書等を添付

定款の変更がある場合には○をつけ，変更後の定款及び株主総会議事録を添付



（参考）建設業法で定める標識の掲示
建設業法では，建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者によっ

てなされていることを対外的に明らかにするため，建設業者に対し，その店舗及び建設工事現場ごと
に，一定の標識を掲げることを義務づけています。（建設業法第40条）

様式第２８号（第２５条関係）
建設業の許可を受けた建設業者が標識を「店舗」に掲げる場合

建 設 業 の 許 可 票
商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

一般建設業又は
許可を受けた建設業 許 可 番 号 許 可 年 月 日

特定建設業の別

35 国土交通大臣
許可（ ）第 号

cm 知事

以上

国土交通大臣
許可（ ）第 号

知事

この店舗で営業

している建設業

40cm以上
記載要領

「国土交通大臣
については，不要のものを消すこと。

知事」

様式第２９号（第２５条関係）
建設業の許可を受けた建設業者が標識を「建設工事（発注者から直接請け負ったものに限る）の現

場（現場は元請のみ）」に掲げる場合

建 設 業 の 許 可 票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

25 主任技術者の氏名 専 任 の 有 無

cm 資格名 資格者証交付番号

以上 一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別

許 可 を 受 け た 建 設 業

国土交通大臣
許 可 番 号 許可（ ）第 号

知事

許 可 年 月 日

35cm以上
記載要領

１ 「主任技術者の氏名」の欄は，法第２６条第２項の規定に該当する場合には，「主任技術者の氏名」を「監
理技術者の氏名」とし，その監理技術者の氏名を記載すること。

２ 「専任の有無」の欄は，法第２６条３項の規定に該当する場合に，「専任」と記載すること。
３ 「資格名」の欄は，当該主任技術者又は監理技術者が法第７条第２号ハ又は法第１５条第２号イに該当

する者である場合に，その者が有する資格等を記載すること。
４ 「資格者証交付番号」の欄は，法第２６条第４項に該当する場合に，当該監理技術者が有する資格者証

の交付番号を記載すること。
５ 「許可を受けた建設業」の欄には，当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設

業を記載すること。
「国土交通大臣

６ については，不要のものを消すこと。
知事」


